
資料１

前回のまとめ

○ 戦略的環境アセスメント及び法配慮書手続（事業の位置・規模の検討段階に

おける環境影響評価手続）の概要について説明、質疑応答。

○ 今後、主務省令の内容を踏まえ、条例に戦略的環境アセスメント制度を導入

することについて、事務局案をたたき台として審議

【質疑応答】

Ｑ これまでの構想段階（位置・規模等の検討段階）の検討はどのように行なわ

れていたか。

Ａ 計画段階で環境面からの複数案の検討を義務付ける制度は無かった。

なお、事業実施部局の判断により、環境部局に意見聴取が行われるケースは

ある。

Ｑ 改正法において、環境大臣及び主務大臣の意見聴取が義務付けとなった理由

はなぜか。また、主務大臣が意見を述べる理由は。

Ａ 従来の事業アセスについて

環境影響評価の結果等が許認可に際しての要件とされていることから、許

認可権者が事業者に直接意見を述べる手続とされている。

環境大臣は、第三者の立場から許認可権者に環境保全上の見地から意見を

述べるものとされている。

配慮書手続について

位置等に係る複数案の検討を求める等、個別事業の枠組みが決定する前の

手続であり、検討される内容と許認可とは直接関係しない。

従って、主務大臣が総合的な立場から事業者に意見を述べることとされ、

環境大臣は主務大臣に意見を述べることとされたものである。（参考資料１）

住民等の意見について

配慮書手続は、事業計画の決定前に実施され、事業種ごとに計画策定プロ

セス等が異なることから、事業種ごとに柔軟な手続とすることが求められた

ため、法では努力義務とされ、主務省令で原則、聴取することが規定された。



Ｑ 法第２種事業であって許認可権者による法アセス要否判定を受ける前の事業

について、条例で配慮書相当手続を課すことは、可能か。

法第２種事業は、配慮書の段階では法の適用下にある事業である。

判定の結果又は事業者の任意で法による事業アセスが実施され、条例

による事業アセスが実施されない場合があるもの。

※ この段階の条例第一種事業は、

裾下げ・横出し事業のみ。

※ 法第二種事業の手続実施の判断は、

判定（斜線）以外、事業者の意思。

※ この段階では、法第二種事業は、

法の適用下にある。

※ 許認可権者は、判定に際し、知事

意見を聴取。不要と判定された場合、

この時点で、条例第一種事業となる。

※ 太線矢印のルートをたどった場合、

条例配慮書手続→法事業アセス手続

となる。

Ａ 環境省通知（平成23年９月７日付け環政評発第1109001号）により、可能である

との国の判断（技術的助言）が示されている。

（通知抜粋）

・ 全国的な観点から必要な制度を定めたものであり、規制の限度を定めるものではない。

・ 配慮書手続を行わないこととした第２種事業を実施しようとする者に対し、地方公共

団体がその自然的、社会的条件から判断して必要と認める場合に、条例に基づき配慮書

手続を課すことは、法第61条第２項に抵触することにはならない。

法第61条 この法律の規定は、地方公共団体が次に掲げる事項に関し条例で必要な規定を

定めることを妨げるものではない。

１ 第二種事業及び対象事業以外の事業に係る環境影響評価その他の手続に関する事項

２ 第二種事業又は対象事業に係る環境影響評価についての当該地方公共団体における

手続に関する事項（この法律の規定に反しないものに限る。）

（参考資料２）
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Ｑ 京都市は、市の環境影響評価条例に、既に配慮書手続を導入したが、府条例

を改正する場合、同一地域に異なる制度がかかることとならないか。

Ａ 京都市内で実施される事業については、府条例において条例アセスの取扱い

の特例を設けており、府と市の条例による手続を二重に実施する必要性は生じ

ない。（条例第38条、規則第62条）

なお、他府県との県境条例との関係についても、個別に協議を行うこととし

ている。（条例第39条）

（参考資料３）

【条例第38条による京都市条例との関係】

第１項 第２項 第３項

府 市 府 市 府 市

（事業による影響が全て市に収まる場合）（市内の事業であるが影響が府域に及ぶ場合） （事業予定地が府市にまたがる場合）

府条例適用除外・市条例適用 府条例適用除外・市条例適用 府条例適用・市条例適用

府の関与なし 府市間で府域の影響の取扱いについて協議 府市間で事務的な取扱いを協議

縦覧場所、関係市・知事意見機会等を調整 市条例手続を府条例手続とみなす（第４項)

● 事業実施区域

環境影響評価等を実施する区域

（参考）法対象事業の場合

・ 事業に係る環境影響を受ける範囲の全部が市に収まる場合（上記第１項の場合）

→ 市長が事業者に意見を述べ、府は広域的見地から意見を述べることができる。

・ その他の場合（上記第２項、第３項の場合）

→ 市長は知事に意見を述べ、他の市町村長意見等も踏まえ知事が事業者に意見を述べる。



参考資料１

法による環境影響評価における環境大臣意見の位置付け

国においては、法制化前から許認可等との関係に主眼を置いた制度設計がなされてきて

おり、環境サイドからの意見は、第三者の立場からの意見と位置付けられている。

なお、行政指導から法制化されるに当たり、枠組みに変更はないが、環境庁長官意見の

位置付けの強化が図られている。

配慮書手続導入に当たっても、従来の考え方が踏襲されている。

【閣議アセス以前】 事業所管省庁による独自の制度（例：発電所アセス（旧通産省））

【閣議アセス】 許認可権者が審査を行い、事業者に意見。結果を許認可等へ反映。

環境庁長官は、許認可権者の求めに応じて意見を述べる。

【法アセス】 許認可権者は、環境庁長官に評価書を送付し、意見を求めなければ

ならないとされた。

許認可権者は、環境庁長官の意見を勘案して事業者に意見を述べ、

事業者はその意見に基づき、再検討を実施。

【配慮書手続導入】 枠組みに変更なし。ただし、事業計画検討段階であり、個別事業の

許認可の審査には関係しないため、事業者へは、許認可権者ではな

く、主務大臣が事業者に意見を述べることとされた。

関係通知等

［要綱施行通知］

環境影響評価実施要綱について（昭和60年10月25日付け環企管103号） 抄

［改定］昭和63年7月23日 環企管132号

(各都道府県知事及び各政令指定都市市長あて環境庁企画調整局長通知)

Ⅳ 公害の防止及び自然環境の保全についての行政への反映(実施要綱第三関係)

実施要綱に基づく環境影響評価においては、事業者による手続等とあいまつて、行政と

しても公害の防止等という公益のため、免許等を行う者が免許等に際し、当該免許等に係

る法律の規定に反しない限りにおいて、評価書を審査し、その結果に配慮することにより、

事業者の行つた環境影響評価の結果を免許等に反映させ、公害の防止等についての配慮を



より一層確かなものにすることとしている。この場合、これらの審査及び配慮は行政運用

により行われるものであるので、免許等に係る法律に基づく行政処分に認められた裁量の

範囲内でなされたものである。また、環境庁長官は、政府の中にあつて環境行政を総合的

に推進する立場にあることにかんがみ、主務大臣の求めに応じて公害の防止等の見地から

意見を述べるものである。

［法施行通知］

環境影響評価法の施行について（平成10年01月23日付け環企評19号） 抄

（環境事務次官から各都道府県知事・各政令市長あて）

7 環境影響評価書

環境影響評価制度における審査のプロセスにおいては、その信頼性を確保する観点から、

事業についての免許等を行う者等による審査のほか、意見の提出を通じて第三者が参画す

ることが必要である。そのため、法においては、地域の環境保全を図る立場から都道府県

知事が方法書及び準備書の段階で事業者に対して意見を述べるとともに、環境庁長官が環

境影響評価書(以下「評価書」という。)の送付を受けたときは、環境保全行政を総合的に

推進する立場から必要に応じて免許等を行う者等に対して意見を述べることができること

とした。

また、事業の免許等を行う者等は、環境庁長官の意見を勘案して事業者に対して意見を

述べることとするとともに、事業者が、この意見を勘案して、評価書の記載事項につき再

検討を行う仕組みとすることにより、この段階において事業者の自主的努力を促すことと

した。

［改正法に係る中環審答申］

今後の環境影響評価制度の在り方について（答申）（平成22年２月22日） 抄

Ⅱ．今後の環境影響評価制度の在り方

１．早期段階での環境配慮（戦略的環境アセスメント）について

(2) 今回、我が国で導入すべきＳＥＡ制度の概要

ウ 住民、地方公共団体及び国（環境省）の役割

地域の環境影響を適切に評価するため、また住民との情報交流を円滑に進めるた

めには、様々な形で関係地方公共団体や公衆の関与が必要である。ただし、事業者

が事業計画を策定する際に、当該計画の内容について関係地方公共団体に相談する

ことが多く、このような連携には様々な形態があることから、関係地方公共団体が

柔軟に関わることができる制度とすべきである。また、第三者の立場から客観的に

環境面の影響について意見を述べるため、対象計画に係る環境面の影響についての

評価に対して国（環境省）が意見を述べることができる制度とすべきである。
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参考資料３

市条例及び他府県条例との関係

京都府環境影響評価条例（平成10年京都府条例第17号）（抄）

（市町村の条例との関係）

第38条 第二種事業又は対象事業に該当する事業で、その事業実施区域の全部がこの条例の

規定と同等以上の効果が期待できるものとして規則で定める条例（以下「特定条例」とい

う。）の適用を受けるものについては、この条例の規定は、適用しない。

２ 前項の場合において、当該事業に係る当該特定条例の規定による環境影響評価等その他

の手続が実施されるべき地域（事業実施区域を除く。）に当該特定条例を制定する市町村

以外の市町村の区域が含まれるときは、当該特定条例を制定する市町村の長は、当該区域

における環境影響評価等その他の手続について、知事と協議することができる。

３ 第１項の場合を除くほか、第二種事業又は対象事業に該当する事業が特定条例の適用を

受ける事業である場合は、知事は、この条例の規定による環境影響評価等その他の手続と

特定条例の規定による環境影響評価等その他の手続について、当該特定条例を制定する市

町村の長と協議するものとする。

４ 前項の規定による協議に基づき行われた特定条例の規定による環境影響評価等その他の

手続については、この条例の規定による環境影響評価等その他の手続とみなす。

（隣接府県の知事との協議）

第39条 知事は、対象事業の関係地域とすべき地域に府の区域に属しない地域が含まれてい

る場合は、当該地域に関係する環境影響評価等その他の手続について、当該地域の存する

府県の知事と協議するものとする。

京都府環境影響評価条例施行規則（平成11年京都府規則第21号）（抄）

（市町村の条例との関係）

第62条 条例第38条第１項に規定する規則で定める条例は、京都市環境影響評価等に関する

条例（平成10年京都市条例第44号）とする。
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